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100億アメリカ合衆国ドル（約7,892億円）
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顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝78.92円）による。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

　平成24年６月29日に提出した有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありますので、これを

訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】
　下線部　　　は訂正部分を示します。

 

第二部　ファンド情報
 

第１　ファンドの状況
 

３　投資リスク

(1）リスク要因

＜訂正前＞

（前略）

投資先ファンドの主なリスクの概要

（中略）

■金利変動リスク

　金利変動により、投資先ファンドの純資産総額は変動する。通常、債券の価格は、金利の変動とは反対

の方向に変動する。すなわち、金利が下落すれば債券の市場価格は上昇傾向となり、金利が上昇すれば

債券の市場価格は下落傾向となる。金利変動の価格変動への影響度合いを「デュレーション＝金利感

応度（年で表示）」という指標で表す。デュレーションが大きければ大きいほど金利変動による影響

を大きく受ける（前記「２　投資方針　（2)投資対象　投資先ファンドのデュレーション」を参照のこ

と。）。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

投資先ファンドの主なリスクの概要

（中略）

■金利変動リスク

　金利変動により、投資先ファンドの純資産総額は変動する。通常、債券の価格は、金利の変動とは反対

の方向に変動する。すなわち、金利が低下すれば債券の市場価格は上昇傾向となり、金利が上昇すれば

債券の市場価格は下落傾向となる。金利変動の価格変動への影響度合いを「デュレーション＝金利感

応度（年で表示）」という指標で表す。デュレーションが大きければ大きいほど金利変動による影響

を大きく受ける（前記「２　投資方針　（2)投資対象　投資先ファンドのデュレーション」を参照のこ

と。）。

（後略）

 

EDINET提出書類

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ(E15174)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

2/3



第三部　特別情報
 

第１　管理会社の概況
 

２　事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

（前略）

　信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不履行、詐欺または重過失の場合を除き、ファンド、受益者

または受託会社に対していかなる責任も負わない。

　信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならびに管理

会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主および支配

者に対して、(ⅰ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ）かかる者の行為に関

係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行わ

れた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、

費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解にお

いて支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件と

する。）を補償するものとし、前記の者を前記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するも

のとする。ただし、かかる行為が故意の不履行、詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでない。

　管理会社は、平成24年４月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不履行、現実の詐欺または重過失の場合を除き、ファンド、

受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。

　信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならびに管理

会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主および支配

者に対して、(ⅰ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ）かかる者の行為に関

係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行わ

れた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、

費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解にお

いて支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件と

する。）を補償するものとし、前記の者を前記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するも

のとする。ただし、かかる行為が故意の不履行、現実の詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでな

い。

　管理会社は、投資先ファンドの管理会社としても行為する。

　管理会社は、平成24年４月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

（後略）
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